
 

平成31年1月11日 

各  位 

株式会社 宮崎銀行 

 

住宅ローン団体信用生命保険の新商品取り扱い開始について 

～ 充実した保障により『安心』をプラスします！ ～ 

 

株式会社宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、クレディ･アグリコル生命保険株式会社の団体信用生

命保険｢生活習慣病団信＜入院プラスα＞｣･｢夫婦連生がん団信｣･｢ワイド団信｣の 3商品の取り

扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

なお、｢生活習慣病団信＜入院プラスα＞｣は、九州地銀初の導入となります。当行は引き続き、

お客さまにご満足いただける商品･サービスの充実に努めてまいります。 

 

記 
1. 取扱開始日    平成31年2月1日（金） 

2. 対象住宅ローン  みやぎん住宅ローン「満額快答」など 

          ※一部対象とならない商品がございます。 

3． 年齢要件     お借入時の年齢が満20歳以上満52歳未満で、完済時年齢が満81歳 

未満の方。 

4. 商品概要 
商品名 保険内容 

生活習慣病団信 

＜入院プラスα＞ 

死亡・高度障害状態になった場合や余命6カ月以内と判断された場合は

もちろん、がん(所定の悪性新生物）と診断確定された場合や10種類の 

生活習慣病で入院が180日以上継続した場合にもローン債務の全額が

保障される団信。 

がんに関する充実した給付金だけでなく、短期・中期・長期の入院にも 

幅広く対応した給付金保障あり。 

夫婦連生がん団信 

連帯債務者のどちらかが、死亡・高度障害状態になった場合や余命    

6カ月以内と判断された場合、がん(所定の悪性新生物)と診断確定された

場合に、住宅の持分やローン返済額に関わらず、ローン債務の全額  

（夫婦双方の借入残高合計額）が保障される団信。 

ワイド団信 
健康上の理由等で従来の団信に加入できなかった方へ、一般団信よりも

引受条件を緩和（拡大）した団信。（引受条件緩和型団信） 

※詳しくは別紙をご覧ください。 

5. 融資利率  

商品名 上乗せ金利（保険料） 

生活習慣病団信＜入院プラスα＞ ＋0.25％ 

夫婦連生がん団信 ＋0.30％ 

ワイド団信 ＋0.30％ 

                                     以 上 
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The Miyazaki Bank, Ltd. 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社宮崎銀行 営業統括部 

担当：石井・佐藤・河野 

TEL：0985-32-8223 



 

団体信用生命保険保険金・保険給付金について 

 

① 生活習慣病団信＜入院プラスα＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②夫婦連生がん団信 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ワイド団信 
 

 
 
 
 
 

 

別紙 

保険金の種類 保険金の支払事由 保険金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態
になった場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6か月以内と判断された場合

保険金の種類 保険金の支払事由 保険金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態
になった場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6か月以内と判断された場合

保険金の種類 保険金の支払事由 保険金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％

高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態
になった場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6カ月以内と判断された場合

がん診断保険金
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん
（所定の悪性新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断
確定された場合

保険金の種類 保険金の支払事由 保険金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％

高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態
になった場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6カ月以内と判断された場合

がん診断保険金
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん
（所定の悪性新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断
確定された場合

保険金・給付金の種類 保険金・給付金の支払事由 保険金・給付金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％

高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になっ
た場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6カ月以内と判断された場合

がん診断保険金
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

生活習慣病長期入院時保障
保険金

ローン実行日以後に生じた10種類の生活習慣病で、保険期間中に、入院日数が継続して180日
となった場合

給

付

金

がん診断給付金（本人型）
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

100万円
（1回限り）

上皮内がん診断給付金
皮膚がん診断給付金

ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、上皮内がん・皮膚
がん（所定の悪性新生物以外の皮膚がん）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）
により診断確定された場合

50万円
（いずれか1回限り）

入院一時給付金
ローン実行日以後に生じた傷害や疾病が原因（精神疾患を除く疾病・けがに異常分娩を加えた
もの）が原因で、保険期間中に入院日数が連続5日以上となった場合

10万円
（12回を限度）

初回入院給付金
ローン実行日以後に生じた傷害や疾病が原因（精神疾患を除く疾病・けがに異常分娩を加えたも
の）で、保険期間中に入院日数が連続31日となった場合 毎月の

ローン返済額
（36回を限度）継続入院給付金

保険期間中に、初回入院給付金の支払事由該当日の翌日以降の入院日数が継続して30日に
達する毎（61日、91日、121日、151日）
※初回入院給付金とあわせて、1入院最大5回（5カ月分）、保険期間を通算して36回まで

がん診断給付金（配偶者型）
ローン借入者の配偶者が、ローン借入者の配偶者が、
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

100万円
（1回限り）

保険金・給付金の種類 保険金・給付金の支払事由 保険金・給付金額

保

険

金

死亡保険金 保険期間中に死亡した場合

ローン残高の100％

高度障害保険金
ローン実行日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になっ
た場合

リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6カ月以内と判断された場合

がん診断保険金
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

生活習慣病長期入院時保障
保険金

ローン実行日以後に生じた10種類の生活習慣病で、保険期間中に、入院日数が継続して180日
となった場合

給

付

金

がん診断給付金（本人型）
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

100万円
（1回限り）

上皮内がん診断給付金
皮膚がん診断給付金

ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、上皮内がん・皮膚
がん（所定の悪性新生物以外の皮膚がん）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）
により診断確定された場合

50万円
（いずれか1回限り）

入院一時給付金
ローン実行日以後に生じた傷害や疾病が原因（精神疾患を除く疾病・けがに異常分娩を加えた
もの）が原因で、保険期間中に入院日数が連続5日以上となった場合

10万円
（12回を限度）

初回入院給付金
ローン実行日以後に生じた傷害や疾病が原因（精神疾患を除く疾病・けがに異常分娩を加えたも
の）で、保険期間中に入院日数が連続31日となった場合 毎月の

ローン返済額
（36回を限度）継続入院給付金

保険期間中に、初回入院給付金の支払事由該当日の翌日以降の入院日数が継続して30日に
達する毎（61日、91日、121日、151日）
※初回入院給付金とあわせて、1入院最大5回（5カ月分）、保険期間を通算して36回まで

がん診断給付金（配偶者型）
ローン借入者の配偶者が、ローン借入者の配偶者が、
ローン実行日からその日を含めて90日（免責期間）経過後の保険期間中に、がん（所定の悪性
新生物）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合

100万円
（1回限り）


